
   

公募型プロポーザル方式に係る手続の開始 

 

 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第３７２号）の規定が適用される契約について、次のとおり公募型プロポーザル

方式に係る手続を開始します。 

 

  令和７年４月１日 

 

山口県知事 村 岡 嗣 政 

 

１ 業務の概要 

  次に掲げる業務の委託 

（１）業務の名称 

   山口県次期庁内基幹系システム開発に係る工程管理支援業務 

（２）業務の内容 

   仕様書による 

（３）履行期間 

   契約締結の日から令和１０年３月３１日まで 

 

２ 参加資格 

  この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の

いずれかに該当する者でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争

入札又は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、

支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

（３）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並び

に業務の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要

な資格並びに資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和４年山口県告

示第１７９号）に基づく資格審査において、コンピュータサービス並びに監査

及びコンサルティングについて業務の委託の特Ａ又はＡの等級に格付されてい

る者であること。 

（４）この手続の開始の日から令和７年５月１２日までの間のいずれの日において

も業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停

止を受けていないこと。 

 



   

３ 応募要項等の配布 

令和７年４月１日（火）午前９時から同月１７日（月）午後５時までの間、

山口県総合企画部デジタル推進局デジタル・ガバメント推進課のホームペー

ジの「山口県次期庁内基幹系システム開発に係る工程管理支援業務公募型プ

ロポーザルの実施について」に掲載することにより行う。  

 

４ 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

（１）提出方法 

      電子メールにより提出すること。 

（２）提出先 

      山口県総合企画部デジタル推進局デジタル・ガバメント推進課 

（３）提出期限 

      令和７年４月１７日（木）午後５時（必着） 

 

５ 提案書の提出方法、提出先及び提出期限 

（１）提出方法 

      電子メールによること。 

（２）提出先 

      山口県総合企画部デジタル推進局デジタル・ガバメント推進課 

（３）提出期限 

      令和７年５月１２日（月）午後５時（必着） 

 

６ 審査 

審査は、次の審査委員により、最も優れた企画提案書を提出した者の特定を令

和７年５月中旬に行う。 

   松田 弘之 

   吉井 一寛 

内田 哲志 

先本 亮一 

   荻原 光雄 

 

７ その他 

（１）契約担当者 

山口県知事 村岡 嗣政 

（２）契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 



   

（３）契約書の作成の要否 

   要 

（４）参加表明書の提出時において２（３）の要件を満たしていない者にあっ

ては、提案書の提出時までにこれを満たすことをもって足りる。  

（５）この手続の開始後に、２（３）に掲げる資格審査の申請をする場合は、令和

７年４月９日（水）午後５時までに山口県会計管理局会計課に申請書を提出す

ること。 

（６）この手続に参加した者が業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止

措置要領に基づく参加停止を受けることとなった場合は、審査の対象とせず、

又は契約の締結を行わないことがある。 

（７）詳細については、山口県総合企画部デジタル推進局デジタル・ガバメント推

進課システム班（電話 083-933-1329）に問い合わせること。 

 

８ Summary 

（１）  Division  in  charge  of  the  contract：  Digital Government 

Promotion Division, Digital Promotion Bureau, General Planning 

Department, Yamaguchi Prefectural Government 

（２）  Nature  and  quantity  of  the  services  to  be  required：

Process management support for the development of Yamaguchi 

Prefectural government's mission critical system 

（３）  Performance  period：  From the date of agreement to March 31, 

2028 

（４） Place  of  performance： Digital Government Promotion Division, 

Digital Promotion Bureau, General Planning Department, Yamaguchi 

Prefectural Government, 1-1 Taki-machi, Yamaguchi City, Yamaguchi 

Prefecture 

（５） Division in charge of the procurement and Contact point for the 

notice：  Digital Government Promotion Division, Digital Promotion 

Bureau, General Planning Department, Yamaguchi Prefectural 

Government (Tel.083-933-1329) 

（６） Deadline for receipt of proposals： 5:00 P.M. May 12, 2025 


